
週休２日工事の実施フロー

確認

週休２日工事実施の検討

発　注　者 受　注　者

工事契約

別紙　様式１を提出

試行対象工事として選定

施工条件書・特記仕様書に週休２日
工事であることを明示

工事発注

工事契約

　〇全ての工事を対象とするが、以下の工事は除く
　　・災害復旧工事等の緊急を要する工事（※１）
　　・道路、河川維持管理業務（一括発注方式）等
　　・現場条件や施工期間の制約が厳しい工事
　　・対象期間内での施工期間が短い工事

※２　契約時には対象外工事であっても受発注者間の協議により週休２日の確保が可能と判断された場
　　合は、設計変更の対象とすることができる。

※１　全ての工事とは、島根県土木部・農林水産部（建築住宅課、港湾空港課及び漁港漁場整備課を除
　　く）が所管する工事。

工事着手

契約変更

竣工検査

確認
(工事日誌・出勤簿等による)

休日等取得実績表を精査し設計変更

アンケートの回答・写しの提出

休日等取得実績表を提出
（対象期間終了後）

契約変更

【申込完了】画面の写しを受理

工事成績評定で加点
(４週８休以上のみ)

実施
しない

実施する

対象工事（※２）


